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北海道地上デジタル放送推進協議会

Ⅰ 視聴者の受信対策支援
１ 放送を通じた周知

1

～６月３０日まで ７月１日～２４日正午まで ７月２４日正午～２４時 ７月２５日００時～

アナログ放送における常時告知
スーパーの訴求力強化

アナログ放送
終了まで
あと９日！

カウントダウン表示（※）

アナログ放送の番組画面内に
おけるカウントダウンの表示

※ 文字の位置や大きさ等詳細は
別途検討

ブルーバックの「お知らせ画面」
に全面移行（２４時までに停波）

アナログ放送の電波が停波
砂嵐の画面

震災以降の再開は、
４月２４日（日）から道内民放５社、
４月２５日（月）から道内ＮＨＫ
が取組を実施



北海道総合通信局

Ⅰ 視聴者の受信対策支援
２ 道内の高齢者世帯における地デジ対応状況

2

◎ Ａ市

自治体
規模

人口 世帯数 ６５歳以上 ８０歳以上

９万人 ４２千世帯 ２４１百人 ６８百人

調査時期 ： 平２３．４月１日～４日
調査内容 ： 市が市内一町内会（2,294人）協力の元、電話
アンケート調査を高齢者（65歳以上）436人中152人に実施。
（65･80歳以上の方がいる世帯）うち、８０歳以上の高齢者は
５７人。

調査結果

６５歳以上 ８０歳以上

対応済み 113 42

未対応 10 6

対応率 91.9% 87.5%

対応予定 7 2
予定を含む対応率 97.6% 91.7%

自治体
規模

人口 世帯数 ７５歳以上

１９千人 ９７百世帯 ３０百人

調査時期 ： 平２３．４月１１日～１８日

調査内容 ： 町が町内の７５歳以上の高齢者４９６世帯に対
して、民生委員の協力により聞き取り調査を実施。
（75歳以上の世帯主での世帯）

◎ Ｂ町

◎ Ｃ町

◎ Ｄ町

※有効回答
６５歳以上１２３人
８０歳以上４８人

７５歳以上 うち独居世帯

対応済み 435 18

未対応 61 10

対応率 87.7% 64.3%

対応予定 44
予定を含む対応率 96.6%

※有効回答
７５歳以上４９６世帯
独居世帯２８世帯

自治体
規模

人口 世帯数 ７０歳以上

２５百人 １２百世帯 ７百人

調査時期 ： 平２３．４月２０日～２６日

調査内容 ： 町が町内の７０歳以上の高齢者４５８世帯に対
して、ＩＰ告知端末からのアンケート調査を実施。
（70歳以上の世帯主での世帯）

７０歳以上

対応済み 366
未対応・未回答 92

対応率 79.9%

自治体
規模

人口 世帯数 ７０歳以上

１７百人 ８百世帯 ５百人

調査時期 ： 平23.2月14日～3月10日（訪問聞き取り 5回）
平23.3月1日～3月15日 （電話聞き取り）

調査内容 ： 町が町内の７０歳以上のみの高齢者世帯３２３
世帯に対して、老人クラブ例会訪問及び電話聞き取り調査
を実施。

７０歳以上

対応済み 236

未対応 48

対応率 83.1%

対応予定 26
予定を含む対応率 92.3%

調査結果

調査結果

調査結果

ＩＰ告知端末の
表示画面

※有効回答
７０歳以上
２８４世帯

※総数
７０歳以上
４５８世帯



北海道総合通信局

Ⅰ 視聴者の受信対策支援
３ 道内の相談体制に係る連携 （体制図）

3

一般的相談事例は、
・地上デジタル放送Ｑ＆Ａ
による初期対応の完結を図る

必要に応じた連携の対応は、

関係者連絡先一覧から適切に
案内を実施

視聴者からの直接相談

各放送事業者

・リモコンの設定等軽微な作業
・各工事業者等の紹介
・地デジテスターの活用 等

現場確認、一次ﾚｽｷｭｰ
（地ﾃﾞｼﾞｻﾎﾟｰﾀｰ、臨時相談コーナー等）

・共聴施設所有者への訪問活動
・法律家相談
・地デジ化経費に対する助成金 等

各種支援策
・デマンド調査

測定車
簡易測定車
ポール
レベルチェッカー

受信調査

・NHK受信料全額免除世帯、
世帯全員が市町村民税非
課税世帯への地ﾃﾞｼﾞﾁｭｰ
ﾅｰ無償給付等

地デジチューナー
支援実施センター

・対象地区(※)にお住いの
世帯に対して、必要に応
じBSアンテナ設置・配線
工事、BSデジタルチュー
ナー貸与等を支援

※「地デジ難視対策衛星放送対象
リスト（ホワイトリスト）」

地デジ難視対策
衛星放送受付センター

視聴者 総務省 地デジコールセンター

住民からの直接相談

対応の連携

対応の連携

対応の連携

各自治体

消費者相談、行政相談

消費者団体・行政相談員

デジサポ

視聴者からの直接相談、各団体との調整

総合通信局

共聴施設の工事に関するもの
・建造物受信障害に関する調査
・共聴施設の地デジ改修費用の見 積もり
・共聴施設改修工事

アンテナ工事等に関するもの
・アンテナ工事
・テレビやリモコン、レコーダーなど機 器

の取り扱い説明
・機器の接続

ＣＡＴＶ工事に関するもの
・該当地域にあるケーブルテレビ接続工事

共聴工事業者
（（社）日本ＣＡＴＶ技術協会）

電器店
（電商組 デジタル110番）

ケーブルテレビ事業者
（（社）ケーブルテレビ連盟）

※ 相談内容により、有料になることがあります。



デジサポ

Ⅰ 視聴者の受信対策支援
４－１ 地デジ臨時相談コーナーの設置

4

アナログ停波前の最終段階では、何らかの理由でデジタル対応できていない高齢者や、地デジチューナー・衛星セーフティーネットの手続きを

したい方々が各地域で想定されることから、臨時相談コーナーでの個別・巡回相談及び戸別訪問対応を実施

実施目的

１ 基本型 ３名程度の要員を配置し、窓口業務や支援業務、デジサポや電器店等への取り次ぎを行う
２ 簡易型 要員を配置せず、各種資料とデジサポへの専用電話を配備する

相談コーナーの形態

市町村役場の窓口近辺（又は近隣の公民館等公的施設〉を基本とする。

設置場所

１ 窓口業務・支援業務
① 相談者のニーズに応じた相談・説明

地域の電波事情、機材の操作方法（受信機やアンテナのデモ含む）、受信機やアンテナエ事についての説明等
② 各種手続きの支援

市町村民税非課税世帯チューナーの申込書配布・作成支援（郵送は相談者が行う）、チューナー支援センターへの取り次ぎ、衛星セーフ
ティーネットの利用申込書配布・作成支援・受付等

２ 取次・紹介業務
① デジサポへの取次ぎ

電波の調査依頼、戸別訪問依頼、助成金等支援措置の詳細に係る相談等を取次ぎ
② 地元業者の紹介

地デジ化協力店リストを活用し、電器店、ケーブル事業者、工事業者等を紹介
３ 車両等による外回り業務

① 周知広報活動
7月24日アナログ停波の告知、地デジコールセンターの番号告知、戸別対応の告知 等

② 調査活動・戸別訪問
訪問活動、相談者の要望に応じた戸別訪問 等

相談コーナーの業務



Ⅰ 視聴者の受信対策支援
４－２ 地デジ臨時相談コーナーの設置箇所（予定）

デジサポ

5

【基本型】 【簡易型】

センター名 （基本型） （簡易型） 総設置数 備考

北海道中央 ２８ １３ ４１ 札幌市は（手稲区、清田区以外の区）に設置

北海道北 １１ ５ １６ 旭川市に２カ所設置

北海道東 ８ ３ １１

北海道南 ６ ３ ９ 函館市は、２カ所（本庁舎、亀田・湯ノ川）

　合　計 ５３ ２４ ７７

基本型（対面での相談コーナー　標準型臨時相談コーナー）
　対面での対応とし、アドバイザーや現地要員等３名が担当し、対応相談、各種申請
　手続き支援、地デジ化協力店やデジサポへの取り次ぎ等の業務を行う。

簡易型（簡易な臨時相談コーナー）
　対面での対応を前提としない臨時相談コーナーとするが、その場で解決できない場合でも
　デジサポに相談できるよう、専用電話（携帯電話）を設置する。



Ⅰ 視聴者の受信対策支援
５ デジサポコールセンターの相談入電状況（道内関係）

デジサポ
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道内４デジサポが直接・ｺｰﾙｾﾝﾀｰから転送で受け対応した （４月期 １日平均１５件）

道内の相談入電をコールセンターで受け対応したもの （４月期 １日平均７７件）

道内民放５社がアナログ放送の
告知スーパーを開始

全国一斉地デジ化テストの実施

ＮＨＫがアナログ放送の
告知スーパーを開始

震災により告知スーパー等の自粛

４月期の入電状況

件数

相談内容の内訳

32.4%

46.9%

5.2%

10.9%

33.5%

4.8%

0.4%

5.4%

8.7%

5.4%

19.8%

26.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成２３年

４月

平成２２年

４月
電波伝搬

建造物障害

技術相談

共聴設備不良

自己受信設備不良

その他

◎平成２２年４月

電波伝搬とするその地域での地デジ受信が可能かどうかとする問い合

わせが約半数の46.9%を占め、建造物障害が10.9%。

道内の中継局が全て開局していないことから受信可能かとする問い合

わせが多いものとなっていた。

◎平成２３年４月

電波伝搬が３割を占めるものの技術相談が３割・自己受信設備不良が

１割と増加。

◎現在の傾向

アナログ放送の告知スーパーの開始に伴い、相談件数も増加。

相談内容においては、地デジの準備にあたり実際に受信する際及び受

信出来ないとする技術相談の比率が増加傾向。

相談内容の傾向

電波伝搬

建造物障害

技術相談

共聴設備不良

自己受信設備不良

その他



Ⅰ 視聴者の受信対策支援
６ 「地デジ」個別無料相談の取組（ハガキ付きチラシ配布）

デジサポ

7

「地デジ」の準備でお悩みの方の対応として、道内の１，２１５郵便局に「無料専用ハガキ付きチラシ」を配置して頂き、ハガキ申込みによる

個別相談の受付を行う取組を実施

無料専用ハガキにより申込みがあり次第、デジサポの「地デジ」無料相談として、ご自宅へ訪問をして受信設備の確認と受信方法に係る

アドバイスを実施

実施概要

申込みからの対応

表面 裏面



ﾁｭｰﾅｰ支援実施ｾﾝﾀｰ

Ⅰ 視聴者の受信対策支援
７ 地デジチューナー無償給付支援

8

◎支援対象
世帯全員が市町村民税（特別区民税を含む。）非課税の措置
を受けている、 地上デジタル放送未対応の世帯

◎支援内容
・簡易なチューナー１台を無償で送付
・アンテナの工事なし
・チューナーの設置方法と操作方法を電話でサポート

◎申請受付期間
・平成２３年１月２４日から７月２４日まで
確実な支援実施のため 平成２３年６月２０日までに

申請等の提出をお願いします。

◎支援対象
「ＮＨＫ受信料全額免除」の対象世帯(注) のうち、
地上デジタル放送未対応の世帯

(注)対象世帯は以下のとおり。

・公的扶助受給世帯
・非課税障がい者世帯
・社会福祉施設入所世帯
・平成23年3月11日以降に災害救助法が適用された区域内で、「半壊、半焼また

は床上浸水以上の程度の被害を受けた世帯」、または「避難の勧告、指示また
は退去命令を継続して1ヶ月以上受けている世帯」

◎支援内容
・簡易チューナーの無償給付・訪問設置
・アンテナ工事等（必要な場合のみ）

◎申請受付期間
・平成２１年度から実施 平成２３年７月２４日まで
確実な支援実施のため 平成２３年５月２０日までと

していましたが、希望者は至急
申請等の提出をお願いします。

◎道内の支援実施状況（平成２３年５月１５日 現在）

申請受付数 約８６，０００件 支援完了 約７０，０００件
完了率 約８１％

アナログ
テレビ

チューナー送付

支援実施センター

市町村民税非課税世帯（(注)の対象世帯を除く。）の場合

電話サポート

アナログ
テレビ

ＵＨＦアンテナ
＋設置工事

チューナー
＋操作説明

NHK受信料全額免除世帯の場合

支援実施センター

訪問・設置工事

生活保護等の世帯 低所得者の世帯



Ｈ２３．１月公表値
（注１）

Ｈ２３．３月末現在
（注２）

Ｈ２３．４月末
現在

難視地区数 1,433地区 1,609地区 1,624地区

難視世帯数 15,287世帯 15,705世帯 15,804世帯

自治体数 141自治体 144自治体 144自治体

①自治体別対策計画策定状況
（自治体数 １４４自治体）

Ｈ２３．４月末現在の世帯規模別一覧

②地区数別対策計画策定状況
（難視地区数 １，６２４地区）

③世帯数別対策計画策定状況
（難視世帯数 １５，８０４世帯）

１～５世帯 1,190地区 2,387世帯

６～１０世帯 215地区 1,642世帯

１１～２０世帯 118地区 1,688世帯

２１～３０世帯 34地区 827世帯

３１～５０世帯 23地区 914世帯

５１～１００世帯 24地区 1,764世帯

１０１世帯以上 20地区 6,582世帯

合計 1,624地区 15,804世帯

北海道総合通信局

（注１） 平成23年1月21日総務省報道発表資料「地上デジタル放送難視聴地区対策計画（第4版）」の公表の数値から
（注２） 平成23年4月27日「地上デジタル放送難視聴地区対策計画（第5版）」の公表の数値から

25 4
11

104

対策完了

アナログ停波前対策完了予定

恒久対策確定のみホワイトリストあり

恒久対策未定ホワイトリストあり

415

161

155

893

対策完了

停波前対策完了予定

恒久対策確定ホワイトリスト

恒久対策未定ホワイトリスト

１ 道内における新たな難視地区数及び難視世帯数（平成２３年４月末現在）

２ 道内における新たな難視地区の対策計画策定状況（平成２３年４月末現在）

＊ 「地デジ難視対策衛星放送リスト（ホワイトリスト）」は、町丁目単位となるため地区数の表現が異なります。
9

Ⅱ 新たな難視地域の対策等
１ 新たな難視地区数・世帯数及び対策計画策定状況

8,771 

1,502 

1,258 
4,273 

対策完了

停波前対策完了予定

恒久対策確定ホワイトリスト

恒久対策未定ホワイトリスト



①中継局の設置
６地区（９１１世帯）

〔３局所〕

②有線共聴施設新設 ８５地区（８９３世帯）

③無線共聴施設新設 ３９地区（５，５８３世帯）

④共聴加入 ８地区（１７世帯）

⑤ＣＡＴＶ加入 ３４３地区（３，５２５世帯）

⑥高性能アンテナ対策 ２５０地区（６０２世帯）

⑦（仮）衛星対策 ８９３地区*（４，２７３世帯）

〔対策手法別〕

北海道総合通信局

平成２３年４月末の数値

＊ 「地デジ難視対策衛星放送リスト（ホワイトリスト）」は、
町丁目単位となるため地区数の表現が異なります。 10

合計 １，６２４地区（１５，８０４世帯）

新たな難視
地区数・世帯数

１，６２４地区
１５，８０４世帯

対策計画
策定数

１，６２４地区
１５，８０４世帯

対策検討中

なし

（北海道）
１５，８０４世帯
〔１，６２４地区〕

平成２３年４月末現在

恒久対策完了済
８，７７１世帯 〔５５．５%〕

暫定的難視対策
（衛星放送）
【（仮）衛星対策】
４，２７３世帯
〔２７．０%〕

暫定的難視対策
（衛星放送）
【恒久対策計画確定済】
１，２５８世帯
〔８．０%〕

①中継局の設置
６地区（９１１世帯）

〔３局所〕

②有線共聴施設新設 ８５地区（８９３世帯）

③無線共聴施設新設 ３９地区（５，５８７世帯）

④共聴加入 ８地区（１７世帯）

⑤ＣＡＴＶ加入 ３４２地区（３，５２３世帯）

⑥高性能アンテナ対策 ２５３地区（５９１世帯）

⑦（仮）衛星対策 ８７６地区*（４，１８３世帯）

〔対策手法別〕

平成２３年３月末の数値

合計 １，６０９地区（１５，７０５世帯）

新たな難視
地区数・世帯数

１，６０９地区
１５，７０５世帯

対策計画
策定数

１，６０９地区
１５，７０５世帯

対策検討中

なし

（北海道）
１５，７０５世帯
〔１，６０９地区〕

平成２３年３月末現在

恒久対策完了済
８，６６９世帯 〔５５．２%〕

暫定的難視対策
（衛星放送）
【（仮）衛星対策】
４，１８３世帯
〔２６．６%〕

暫定的難視対策
（衛星放送）
【恒久対策計画確定済】
１，２３４世帯
〔７．９%〕

Ⅱ 新たな難視地域の対策等
２ 北海道管内の新たな難視地区対策計画策定状況

アナログ放送
停波までに対策
完了予定
１，６１９帯
〔１０．３%〕

アナログ放送
停波までに対策
完了予定
１，５０２帯
〔９．５%〕



Ⅱ 新たな難視地域の対策等
３ 北海道内のデジタル混信の状況

北海道総合通信局

＜デジタル混信とは＞
・他の電波の影響により地デジ放送を良好に視聴できない受信障害現象のことです。
・他の地デジ放送波（海上伝搬などのフェージング、飛び込みなど）、デジタルタクシー波などが主な原因で、全国の地上デジタル放送推進協議会において、発生

実態を把握しつつ対策が進められています。
・総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）ではデジタル混信を解消するための支援策を実施しており、公表された対策計画は対象となっています。
・支援策は、送信チャンネルの変更（リパック）、高性能アンテナ対策などがあります。 11

地区 原因 影響規模 進捗状況、対策の方向性等

H22.6.8　対策計画公表・公示済み。

共聴施設新設工事完了し対策済。

H22.11.15　対策計画公表・公示済み。

高性能アンテナ対策実施に向けて作業中。

H22.11.15　対策計画公表・公示済み。（H23.1.7足寄町の一部を追加）

高性能アンテナ対策等実施に向けて作業中。

H22.11.15　対策計画公表・公示済み。

高性能アンテナ対策等実施に向けて作業中。

H23.1.7　対策計画公表・公示済み。

H23年度以降、静内デジタル中継局のリパック対策の予定。

H23.1.7　対策計画公表・公示済み。

H23年度、再度受信点調査を行い、高性能アンテナ対策実施予定。

H23.1.18　対策計画公表・公示済み。

H23年度、長期電測調査を実施し恒久対策検討予定。

H23.2.17　対策計画公表・公示済み。

ＣＡＴＶ加入により対策実施予定。

H23.2.17　対策計画公表・公示済み。

受信設備へのフィルター挿入により対策実施予定。

8
旭川局・札幌局間の妨害（常時混
信）

１０施設

上富良野町十勝岳温泉

東川町旭岳温泉

7 根室市珸瑶瑁ほか
根室局（希望波）に対する釧路局の
妨害（フェージング混信）

約３００世帯で算
出

6
旭川局（希望波）に対する札幌局の
妨害（常時混信）

２施設

帯広局（希望波）のマルチパスによ
る品質劣化及び札幌局妨害（常時
混信（季節等の変動あり））

１９世帯

上士幌町郊外及び足寄
町の一部

幕別町途別

5
日高町、新冠町、新ひだ
か町の一部

静内局（希望波）に対する室蘭局の
妨害（フェージング混信）

約２，２００世帯で
算出

9 岩見沢市市街地 デジタルタクシー無線による混信 約２０世帯で算出

1 旭川市西神楽 ２４世帯

2
若佐局(希望波)に対する網走局の
妨害（常時混信）

１施設北見市留辺蘂町花園

札幌局（希望局）に対する旭川局か
らの混信（常時混信）

3
帯広局（希望波）のマルチパスによ
る品質劣化（常時混信）

４０世帯程度

4



北海道総合通信局

○施設整備名 ：平成２２年度デジタル混信対策事業費補助事業

○地区名 ：旭川市西神楽就実地区

○対象世帯数 ：２４世帯

○整備事業経費：約２３,０００千円

○工事完了日 ：平成２３年５月９日

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）を複製したものである。
（承認番号 平21業複、第72号）

札幌局電波到来方向

旭川局電波到来方向

受信点

デジタル混信の発生

有線共聴設備
設置範囲

12

Ⅱ 新たな難視地域の対策等
４ 旭川市西神楽地区におけるデジタル混信対策について



北海道総合通信局

Ⅲ 共聴施設のデジタル化の現状
辺地共聴施設・受信障害対策共聴施設

13

平成２３年５月２０日現在

● 平成２３年５月２０日現在、５施設がデジタル化未対応であるが、アナログ放送終了までにデジタル化対応予定

辺地共聴施設（自主共聴）

受信障害対策共聴施設

●平成２３年５月２０日現在、総施設数７，２６０施設

●デジタル化未対応施設が３２施設、全体の０．４％がデジタル化未対応であるが、アナログ放送終了までにデジタル化対応予定

平成２３年５月２０日現在

登別市（１）
夕張市（２）

【 】：衛星セーフティネットへ移行する施設の再掲

函館市（１）
京極町（１）

総施設数 世帯数

デジタル化対応状況

対応済み
施設数

割合(%) 世帯数
未対応
施設数

割合(%) 世帯数

デジサポ

道央地域 4,665 156,303 4,654 99.8 155,666 11 0.2 637

道北地域 554 14,766 554 100 14,766 0 0 0

道東地域 413 14,253 409 99.0 13,965 4 1.0 288

道南地域 281 4,251 278 99.0 4,148 3 1.0 103

国・地方公共団体等 1,347 85,077 1,333 99.0 84,479 14 1.0 598

合 計 7,260 274,650 7,228 99.6 273,024 32 0.4 1,626



地上デジタル放送に関するお問い合わせ先

総務省 地デジコールセンター

ナビダイヤル 0570-07-0101
電話 03-4334-1111ＩＰ電話等、上記でつながらない場合

＜デジサポ道央＞ 電話 ０１１－３５１－１１５５
＜デジサポ道北＞ 電話 ０１６６－３０－０１０１
＜デジサポ道東＞ 電話 ０１５４－９９－０１０１
＜デジサポ道南＞ 電話 ０１３８－３８－０１０１

14

地デジチューナーに関するお問い合わせ先

総務省 地デジチューナー支援実施センター
【市町村民税非課税世帯の方】 ナビダイヤル 0570-02-3724 ＦＡＸ 043-302-0284

※ナビダイヤルがご利用できない場合 043-332-2525
【ＮＨＫ受信料全額免除世帯の方】 ナビダイヤル 0570-03-3840  ＦＡＸ 044-966-8719

※ナビダイヤルがご利用できない場合 044-969-5425

※地デジ未対応の世帯に、地デジ簡易チューナー（１台）を無償で給付します。



本資料についてのお問い合わせ先

北海道総合通信局 ☎ ０１１－７０９－２３１１

Ⅰ 視聴者の受信対策支援 ☆☆☆ デジタル放送受信者支援室 田向 （内線４６７０）

Ⅱ 新たな難視地域の対策等
☆☆☆ 情報通信部放送課 大石 （内線４６６２）

Ⅲ 共聴施設のデジタル化の現状

☆☆☆ 情報通信部有線放送課 日向寺 （内線４６７２）

本説明会について ☆☆☆ 総務部総務課企画広報室 太田 （内線４６８２）
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